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【憲  法  問題】  

 

 

次の文章を読んで、〔設問１〕及び〔設問２〕に答えなさい。  

 

 Ｘは、中央省庁の１つであるＡ省の職員として定年まで勤務した後、国家公

務員の再任用制度を利用して、２０＊＊年４月にＡ省に再任用された者である。

Ｘは、再任用後は管理職等の役職には就いておらず、非管理職職員としての職

務にとどまっていた。もっとも、Ｘはかつて本省の課長を務めていた経験があ

り、現在でも当時の部下からの信頼が厚いため、仕事上の相談を受けることも

しばしばであった。  

 ２０＊＊年９月、Ｘは、かねてからの友人ＢがＣ市の市議会議員選挙に出馬

することとなり、週末の休日を使って選挙運動の協力をすることを要請された。

Ｃ市はＸの自宅から約１００ km も離れていたが、Ｘはこの要請を快諾した。Ｘ

は、Ｃ市議会議員選挙の選挙期間中に、Ｂの選挙用ポスター６枚を自らＣ市内

の公営掲示場に掲示するとともに、同ポスター約２００枚の掲示を別の旧知の

友人に依頼して、これを配布した。Ｘのこれらの行為は、週末の勤務時間外、

しかも深夜に行われた。  

 国家公務員法１０２条１項は一般職の職員の「政治的行為」を禁止し、違反

者には同法１１０条１項１９号が刑罰を予定している。また、同法１０２条１

項は、「政治的行為」の内容を人事院規則に委任しており、「人事院規則１４ -

７（政治的行為）」は、禁止される「政治的行為」の一例として、政治的目的を

有する文書、図画等の掲示や配布を挙げている。そのため、Ｘは、上記の行為

が国家公務員法１０２条１項の禁止する「政治的行為」に該当するとして、そ

の処罰を規定する同法１１０条１項１９号に基づき起訴された。これに対して、

Ｘは自らの無罪を主張するために、何らかのかたちで憲法上の問題を提起しよ

うと考えている。  

 

〔設問１〕  

あなたがＸの弁護人であるとして、上記の刑事裁判においてどのような憲法

上の主張を行うか述べなさい。  

 

〔設問２〕  

〔設問１〕で述べられた弁護人の憲法上の主張に対して想定される検察側の

反論のポイントのみを簡潔に述べなさい。  
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【参考資料１】国家公務員法  

（政治的行為の制限）  

第  ２条    

 ４   この法律の規定は、一般職に属するすべての職（･･････）に、これを

適用する。（･･･以下、略）  

第１０２条   職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求

め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行

為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治

的行為をしてはならない。  

第１１０条   次の各号のいずれかに該当する者は、３年以下の懲役又は１００

万円以下の罰金に処する。  

  十九   第１０２条第１項に規定する政治的行為の制限に違反した者  

 

【参考資料２】人事院規則１４－７  

人事院は、国家公務員法に基き、政治的行為に関し次の人事院規則を制定する。 

（適用の範囲）  

 １   法及び規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定は、臨時的任用と

して勤務する者、条件付任用期間の者、休暇、休職又は停職中の者及び

その他理由のいかんを問わず一時的に勤務しない者をも含むすべての

一般職に属する職員に適用する。（･･･以下、略。）  

（政治的目的の定義）  

 ５   法及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。政治的目的をも

つてなされる行為であつても、第６項に定める政治的行為に含まれない

限り、法第１０２条第１項の規定に違反するものではない。  

  三   特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対すること。  

（政治的行為の定義）  

 ６   法第１０２条第１項の規定する政治的行為とは、次に掲げるものをい

う。  

  十三   政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を

発行し、回覧に供し、掲示し若しくは配布し又は多数の人に対して朗読

し若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し又は編

集すること。  
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Ａ日程  憲法：  出題趣旨・解説・講評  

 

≪出題趣旨≫  

 本問では、猿払事件や堀越事件の諸判例を参考に、公務員の政治的活動の制限に関

する憲法適合性を検討することが求められている。堀越事件最高裁判決では、国家公

務員法 102 条 1 項の規定を憲法 21 条の趣旨を踏まえつつ限定解釈し、犯罪構成要件と

なる範囲を狭く解することによって、被告人を無罪とした。本問では、そのような判

例の思考を応用して、自らの主張を説得的に組み立てることができるかが問われてい

る。これに対する反論としては、様々な主張が考えられるところだが、一例としては、

X が課長を務めていた実績や現在でも後輩からの信頼が厚いといった事実を強調する

ことで、 X の行った行為について、≪政治的中立性を損なうおそれが実質的に認めら

れる≫と主張することが考えられる。  

 本問では、上記の主張以外の論じ方も当然に考えられるところであるが、いずれに

せよ、問題文で記されている事実をいかに評価し、憲法上の主張にいかに関連づける

かが、本問では問われている。  

 

≪解説・講評≫  

 〔設問１〕において違憲主張するにあたっては、まず、堀越事件最高裁判決を参考

に「政治的行為」（国家公務員法 102 条 1 項）を限定解釈して、適用違憲を主張する

ことが考えられる。  

 「政治的行為」の限定解釈に際しては、憲法 21 条 1 項の趣旨や国家公務員法 102

条 1 項の趣旨を明らかにした上で、限定解釈における解釈指針を導き出すことが求め

られる。この点、国家公務員法における「政治的行為」の禁止の趣旨は、公務員の「全

体の奉仕者」性（憲法 15 条 2 項）に鑑みれば、公務員の職務の遂行の政治的中立性を

保持することによって行政の中立的運営を確保し、これに対する国民の信頼を維持す

ることにあると考えられる。また、憲法 21 条 1 項に関しては、同条項の保障する表現

の自由が立憲民主政の政治過程にとって不可欠の基本的人権であって、民主主義社会

を基礎付ける重要な権利である、ということが指摘できる。だとすれば、公職選挙法

102 条 1 項の公務員に対する「政治的行為」の禁止は、国民としての政治活動の自由

に対する必要やむを得ない限度にその範囲が画されるべき、ということになろう。し

たがって、国家公務員法 102 条１項の「政治的行為」の限定解釈に際しては、これを

解釈指針として示した上で、この解釈指針に適合するように「政治的行為」の内容を

自分なりに限定解釈すること必要であった。なお、堀越事件最高裁判決は、上記の解

釈指針に加え、「政治的行為」が犯罪構成要件であることをも考慮した上で、「政治

的行為」を、「公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なもの

にとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められるもの」との限定解
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釈を行い、これに引き続き、国家公務員法 102 条 1 項はそのような行為の類型の具体

的な定めを人事院規則に委任したものと理解した。  

 ほとんどの答案は、国家公務員法 102 条 1 項には言及できていたものの、人事院規

則 14-7 第 6 項 13 号には触れていなかった。ただ、本来であれば、同号の規定につい

ても限定解釈をする必要があったであろう。これに関しては、堀越事件最高裁判決が、

人事院規則 14-7 も、上記の委任の範囲内において、「公務員の職務の遂行の政治的中

立性を損なうおそれが実質的に認められる行為の類型を規定したものと解すべき」と

論じた上で、人事院規則 14-7 第 6 項 13 号については、「それぞれが定める行為類型

に文言上該当する行為であって、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれ

が実質的に認められるもの」に禁止対象となる政治的行為を限定しているので、是非

とも参考にされたい。  

 本問の具体的検討に際しては、違憲主張を行う立場から論ずるのであれば、 X が非

管理職職員としての職務にとどまっていた事実には必ず触れておくべきであろう。ま

た、選挙用ポスターの掲示を行ったのも、自宅から 100km 離れた地であること、それ

もたった 6 枚を掲示しただけであること、 200 枚のポスター掲示を依頼したのも旧知

の友人であったこと、しかも、これらは週末の勤務時間外の深夜に行われたこと、と

いった事実についても、「政治的中立性を損なうおそれた実質的に認められるか」と

いう観点から、具体的に検討することが求められよう。その際、気をつけられたいの

は、ただ問題文中の事実を列挙するのではなく、拾い上げた事実について、その都度、

自らの言葉で評価を加えることである。しかし、今回の受験生の答案の多くは、事実

を拾い上げただけにとどまっていた。このような答案に対しては、高い評価を与える

ことはできなかった。  

 〔設問２〕において検察側からの反論のポイントを考えるにあたっては、最低限、X

が課長を務めていた実績や現在でも後輩からの信頼が厚いといった事実に言及してお

くべきである。これらは、現在においてもかつての部下や後輩に対して事実上の影響

力が及ぶことを想起させる事実である。これらの事実を強調することで、 X の行った

行為について、≪政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる≫と反論できた

と思われる。  

 全体的に見て、今回の受験生は、問題文中の重要な事実に着目し、これらを拾い上

げ、そのそれぞれについて逐一法的な評価を加えていくという作業が疎かになってい

た。少なくとも本問では、これらの作業を行うことが求められていたので、今後は、

是非こういった点を十分に意識して学習をしていただければと思う。  
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